
令和５年度 川辺町公民館講座 講師募集について 

１．趣   旨 自らの経験や技術、知識を地域に生かし、町民の皆さんの学ぶ意欲の応

援をしていただける講師を募集します。あなたも講師となって、学びの

輪を地域に広げる活動をしてみませんか。 

 

２．講師募集について 

（１）応募資格  １８歳以上の者（町内外は問わない。） 

 （２）開催場所  川辺町中央公民館・川辺町北部公民館 

 ※屋外等、公民館以外で実施する場合は教育委員会 生涯学習課

と協議してください。 

 （３）開催期間  令和５年５月～令和６年２月 

          ※月曜日、年末年始（12/28～1/4）、教育委員会等の行事がある日

を除く            

（４）講座内容  １講座は、１人の講師で担当 

（５）講座回数  原則として１０回以内 

 （６）講座時間  １回につき、６０分～１２０分程度 

（７）講 師 料  講座１時間あたりの講師料は次のとおりです。 

①美濃加茂市、可児市、川辺町、東白川村、白川町、七宗町、坂祝

町、八百津町、富加町、御嵩町在住の方は２，５００円 

②上記以外の方は３，５００円 

              

３．講座内容、実施にあったての留意事項 

   （１）文化、芸術、教養等ジャンルは問いませんが、次の場合は講座を開設できません。 

    ①政治活動、宗教活動または、営利を目的とした講座 

    ②公序良俗に反する講座 

    ③公民館講座として不適当であると、川辺町教育委員会が認めたとき 

  （２）テキスト代や材料費等、受講生から実費を徴収する場合は、受講生に直接還元で

きるものとしてください。 

  （３）受講生の定員は公民館の収容人数(令和４年１０月１２日現在人数制限有)までと

します。 

部屋 収容人数（人数制限有） 

１階研修室 ５６人 

２階南研修室 ２１人 

２階北研修室 １２人 

２階和室 １７人 

調理室 未定 



   （４）受講生の申込みが３人未満の場合、開催を中止します。 

   （５）受講生の募集は、みのかも定住自立圏応援生涯学習情報誌「学びのとびら」及び

川辺町ホームページにて行います。 

（６）講座使用場所の鍵の開閉から、準備、後片付けまでの運営全般は講師の方で行っ

てください。 

（７）講座に関する変更（開催日の変更等）は講師の方から受講生に連絡していただき

ます。 

（８）講座に使用する施設の使用料は原則免除とします。 

（９）講師の方は、毎回講座終了後「講座実施報告書」を記入してください。 

（１０）その他、講座実施にあたって必要な事項については、教育委員会 生涯学習課 

と協議してください。 

  

４．応募方法  

（１）応募期間  令和４年１１月２４日（木）まで 

（２）申込方法 川辺町教育委員会 窓口に備え付けの申請書、（川辺町のホームペー

ジからダウンロードもできます。）に必要事項を記入し、郵送または、

直接川辺町教育委員会へ提出してください。 

  （３）そ の 他  提出していただいた申請書は内容を審査の上、公民館講座として実施

するか通知します。 

 

【問い合わせ・提出先】 

〒509-0393 

岐阜県加茂郡川辺町中川辺 1518-4 川辺町中央公民館内 

川辺町教育委員会 生涯学習課 担当：村雲 TEL 0574-53-2623 

   

 

 

 


